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○みよし市民間住宅省エネ改修事業費補助金交付要綱 

令和７年４月１日 

（通則） 

第１条 みよし市民間住宅省エネ改修事業費補助金は、既存住宅の省エネルギー（以下「省

エネ」という。）化を推進するため、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成22年３月

26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知）及び愛知県民間住宅省エネ改修事業費

補助金交付要綱（令和７年４月１日付け７住計第137号通知）に基づき、予算の範囲内に

おいて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、みよし市補助金等交付規則（平

成13年三好町規則第２号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 住宅 

市内に存する一戸建ての住宅。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

11年法律第81号）第２条第２項に規定する新築住宅は除く。 

(2) ZEH水準 

日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号。以下「表示基準」とい

う。）に定める断熱等性能等級５（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）

かつ一次エネルギー消費量等級６の基準を満たす省エネ性能の水準をいう。 

(3) 仕様基準 

住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失防止に関する誘導基準及び一次エネルギー

消費量に関する誘導基準（令和４年国土交通省告示第1106号）の「１ 外壁、窓等を

通しての熱の損失の防止に関する基準」を満たす仕様をいう。 

（補助の対象） 

第３条 補助金の交付対象事業（以下「対象事業」という。）は、住宅に係る省エネ化のた

めの計画の策定及び住宅の省エネ改修で、住宅の部分について別表１に定める改修を行う

事業とする。 

２ 前項の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものであること。 

(1) 次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。 

ア 昭和56年６月１日以降に着工されたもの。 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土
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交通省告示第184号）別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項に照らした耐震診断（平成26年11月７日付け国住指第2850号の規

定により、耐震診断と同等と認めた方法を含む。）により構造安全性が確かめられた

もの。 

ウ 省エネ改修の完了までに、現行の耐震基準に適合させる改修工事がされたもの。 

(2) 現にZEH水準を満たしていないもの 

３ 対象事業は、第８条の規定による補助金の交付決定後に契約するもので、交付決定の日

以降かつ当該年度の２月28日までに完了するものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、自ら所有する市内

の住宅で対象事業を実施する個人であって、申請時において次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する者とする。 

(1) 市税等を滞納していないこと。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同法第２条第２号に規定す

る暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（補助対象事業費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象事業費」という。）は、対象事業

のうち、次に掲げる経費とする。 

(1) 省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画に係る費用 

(2) 住宅の省エネ改修に要する費用のうち別表１に定める工事に係る費用（ただし、モ

デル工事費を上限額とする。） 

２ 国、地方公共団体その他の者が行う補助制度を受けた、又は受ける予定がある場合、当

該補助制度が対象とする部分に係る経費は、補助対象事業費から除くものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象事業費に５分の４を乗じて得た額とし、70万円を限度と

する。 

２ 補助金の額の算定に当たって、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨

てるものとする。 

３ 補助金の交付は、同一の住宅について、原則として１回を限度とする。 

（補助金の交付申請） 
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第７条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「補助事業者」という。）は、対象事

業に係る契約の、実施業者との当該契約締結日前に、みよし市民間住宅省エネ改修事業費

補助金交付申請書（様式第１号）に別表２に定める書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審

査及び調査を行い、当該申請を適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、みよし市民

間住宅省エネ改修事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、適当と認められな

いときは補助金の不交付決定を行い、みよし市民間住宅省エネ改修事業費補助金不交付決

定通知書（様式第３号）により補助事業者に通知するものとする。 

（事業内容の変更等） 

第９条 補助事業者は、事業内容を変更しようとするときは、みよし市民間住宅省エネ改修

事業計画変更承認申請書（様式第４号）に別表３に定める書類を添えて市長に提出し、承

認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更が６月未満の事業完了予定日の延長

（交付決定の日の属する年度の２月28日までに限る。）又は事業量の変更で、補助金の

額に変更を生じない場合は、不要とする。 

２ 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、

適当と認めたときは、前条の規定による決定を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により変更をしたときは、みよし市民間住宅省エネ改修事業費補助

金変更決定通知書（様式第５号）により、補助事業者に通知するものとする。 

４ 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、みよし市民間住宅省エネ改修

事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、承認を受けなければならな

い。 

５ 市長は、前項について、内容を審査し適当と認めたときはみよし市民間住宅省エネ改修

事業費補助金交付中止決定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第10条 補助事業者は、第８条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不

服があるときは、交付申請を取り下げることができる。 

２ 前項の取下げを行うときは、第８条による補助金交付決定通知を受理した日から起算し

て15日を経過した日までに、みよし市民間住宅省エネ改修事業取下申請書（様式第８号）

を市長に提出するものとする。 
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（完了実績の報告） 

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、みよし市民間住宅省エネ改修事業完了実

績報告書（様式第９号）に別表４に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定

があった日の属する年度の２月28日のいずれか早い日までに行うこととする。 

３ 前項の事業の完了の日は、補助対象経費の支払いが完了した日とする。 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業

の成果が第８条の交付決定の内容又は第９条の変更決定の内容に適合すると認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、みよし市民間住宅省エネ改修事業費補助金額確定通

知書（様式第10号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の確定通知は、確定した額が第８条による補助金交付決定額又は第９条による補助

金変更決定額と同額の場合は、省略することができる。 

（補助金の請求及び交付） 

第13条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金を支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の支払いを受けようとするときは、みよし市民間住宅省エネ改修事

業費補助金請求書（様式第11号）により市長に補助金を請求するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部

又は一部を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができ

る。 

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合 

(2) 規則若しくはこの要綱又は関係法令に違反する行為があった場合 

２ 市長は、前項の規定による取消しを決定したときは、みよし市民間住宅省エネ改修事業

費補助金交付決定取消通知書（様式第12号）により補助事業者に通知するものとする。 

（財産の処分の制限） 

第15条 補助事業者（この条において、補助事業後に住宅を取得した者を含む。）は、補

助金の交付を受けて効用が増加した財産については、補助事業完了後10年間（減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）において耐用年数

が10年未満のものにあっては耐用年数）以内に市長の承認なく、補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し取り壊し又は廃棄してはならない。
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ただし、補助事業者が交付された補助金額を返納した場合はこの限りではない。 

（会計帳簿等の整備等） 

第16条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事

業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和10年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱

の規定に基づき、交付申請がなされた補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効

力を有する。 

別表１ 

開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事 

１ 開口部の断熱化に係る改修工事 

部位 対象となる改修工事 モデル工事

費 

仕様・備考 

工事種別 工事規模 

窓 ガラス交換

※1 

1.4m2以上※3 112,000円

／枚 

次の各号のいずれかに

該当すること。 

(1) 「子育てエコホー

ム支援事業」又は「子

育てグリーン住宅支

援事業」において開

口部の改修（「断熱

等」の機能を有する

者に限る。）に型番

登録された建材のう

ち性能区分B以上で

あること 

0.8m2以上1.4m2未満※

3 

80,000円／

枚 

0.1m2以上0.8m2未満※

3 

32,000円／

枚 

内窓設置※

2 

外窓交換 

2.8m2以上※4 272,000円

／箇所 

1.6m2以上2.8m2未満※

4 

216,000円

／箇所 

0.2m2以上1.6m2未満※

4 

176,000円

／箇所 
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ドア ドア交換 開戸：1.8m2以上※4 392,000円

／箇所 

(2) カタログ等によ

り、ZEH水準の仕様

基準への適合が確認

できるもの 

引戸：3.0m2以上※4 

開戸：1.0m2以上1.8m2

未満※4 

344,000円

／箇所 

引戸：1.0m2以上3.0m2

未満※4 

※１ ガラスの交換は、箇所数ではなく交換するガラス１枚当たりに補助 

※２ 内窓交換を含む 

※３ ガラスの寸法とする 

※４ 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする 

２ 躯体等の断熱化に係る改修工事 

部位 断熱材の区分 モデル工事費 仕様・備考 

外壁 A～

C 

断熱材の区分によ

りモデル工事費を

区別する。 

(1) A～C区分 熱

伝導率（W／m・

K） 

0.052～0.035 

(2) D～F区分 熱

伝導率（W／m・

K） 

0.034以下 

225,000円／

m3 

次の各号のいずれかに該

当する断熱材であって、厚さ

等がZEH水準の仕様基準に

適合するもの。 

(1) 「子育てエコホーム支

援事業」又は「子育てグ

リーン住宅支援事業」に

おいて登録されている

建材であること 

(2) カタログ等により、

ZEH水準の仕様基準へ

の適合が確認できるも

の 

D～

F 

338,000円／

m3 

屋根・天井 A～

C 

80,000円／

m3 

D～

F 

137,000円／

m3 

床 A～

C 

280,000円／

m3 

D～

F 

420,000円／

m3 

別表２（第７条関係） 

書類の名称 備考 

1 補助金交付申請書 様式第1号 

2 住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び

住宅の省エネ改修 補助対象事業費 内訳書 

様式第1号 別紙 
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3 住宅の所有者、建築確認年月日及び延べ面積

が分かる書類 

登記事項証明書等 

4 位置図 住宅の配置が分かる住宅地図等 

5 改修室、改修部位、補助対象建材・設備等を

表示した関係図面 

平面図、立面図、断面図等 

6 省エネ改修工事に係る見積書（省エネ改修に

係る費用及び補助対象建材、設備等の内訳、

仕様等が確認できるもの）の写し 

補助対象事業費とそれ以外が分か

るもの 

7 現況写真等 全景写真及び改修する部位の写真 

8 第3条第2項第1号に定めるいずれかに該当し、

地震に対する安全性が確認できる書類又は本

工事に併せて耐震改修を行うことが確認でき

る書類 

耐震改修補助事業交付決定通知書

等 

9 他の補助金等申請書の写し 該当がある場合のみ 

1

0 

その他、必要に応じて市長が指定する書類  

別表３（第９条関係） 

書類の名称 備考 

1 計画変更承認申請書 様式第4号 

2 住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び

住宅の省エネ改修 補助対象事業費 内訳書 

様式第1号 別紙 

3 第7条で求める添付書類のうち、交付決定又は

直近の交付変更決定時から変更となる事項を

示すもの 

 

4 その他、必要に応じて市長が指定する書類  

別表４（第11条関係） 

書類の名称 備考 

1 完了実績報告書 様式第9号 

2 住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び 様式第1号 別紙 
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住宅の省エネ改修 補助対象事業費 内訳書 

3 契約書写し 省エネ改修にかかる事業の契約書 

4 領収書写し  

5 工事施工中の写真  

6 工事完了後の写真 仕様が分かる写真（製品番号等）を

添付 

7 施工チェックリスト（施工会社が作成したも

の。） 

様式第9号 別紙 

8 出荷証明書写し  

9 その他、必要に応じて市長が指定する書類  
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第10条関係） 

様式第９号（第11条関係） 

様式第10号（第12条関係） 

様式第11号（第13条関係） 

様式第12号（第14条関係） 

 


